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高齢者講習、認知機能検査等及び運転技能検査等に関する通知の運用について（通

達） 

　運転免許証（以下「免許証」という。）の有効期間の更新の際の高齢者講習及び認知機

能検査に関する通知については、「高齢者講習及び認知機能検査に関する通知の運用につ

いて」（令和４年３月４日付け警察庁丁運発第55号）に基づき運用されているところであ

るが、この度、道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第32号）の施行に伴い、

下記のとおり所要の改正を行い、令和７年３月24日から運用することとしたので、事務処

理上遺憾のないようにされたい。 

　なお、前記通達は、同日をもって廃止する。 

記 

１　通知書の記載事項 

　　通知書の記載事項は次のとおりとし、その記載に当たっては、高齢者にとって分かり

やすいものとするよう配意すること。 

 (1)　免許証又は免許情報記録の有効期間の更新（以下「免許証等の更新」という。）期

間が満了する日における年齢が70歳以上75歳未満の者に対する高齢者講習に関する通

知書  
　　　道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第101条の４第５項第１

号に明示された「免許証等の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前６

月以内に講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及

び場所」のほか、「その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項」

として、講習の所要時間、携行品（通知書、免許証又は免許情報記録個人番号カード

（以下「免許証等」という。）、筆記用具、講習手数料その他講習に必要なもの）その

他必要と判断される事項を記載すること。 

　　　なお、法第71条の５第３項に規定する普通自動車対応免許（以下「普通自動車対応

免許」という。）以外の運転免許のみを受けている者に係る講習の所要時間について

は、１時間となることや、法第108条の32の２第１項第３号ロに掲げる基準に適合す

る同項の認定を受けた運転免許取得者等教育に関する事項を記載することに留意する

こと。 

 (2)　免許証等の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者に対する高齢者講

習、認知機能検査等及び運転技能検査等に関する通知書 

 



 

　　ア　高齢者講習に関する通知書  
        (1)の事項に準じて記載すること。 

        なお、普通自動車対応免許以外の運転免許のみを受けている者及び道路交通法施

行令（昭和35年政令第270号）第37条の６の３の基準に該当する者（以下「運転技

能検査対象者」という。）に係る講習の所要時間については、１時間となることに

留意すること。 

　　イ　認知機能検査等に関する通知書 

　　　　法第101条の４第５項第２号に明示された「免許証等の更新を受けようとすると

きは更新期間が満了する日前６月以内に認知機能検査等を受けていなければならな

い旨、当該認知機能検査等を受けることができる日時及び場所」のほか、「その他

当該認知機能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項」として、検査

の概要、検査の所要時間、携行品（認知機能検査等に関する通知書、免許証等、検

査手数料）その他必要と判断される事項を記載すること。 

　　　　なお、法第101条の４第２項に規定されている「更新期間が満了する日前６月以

内に第102条第１項から第４項までの規定により診断書を提出した場合」や、道路

交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）第29条の２の３に規定されている「更

新期間が満了する日前６月以内に免許を受けた場合」「更新期間が満了する日前６

月以内に法第102条第１項から第４項までの規定による適性検査を受けた場合」等

については、認知機能検査等を受検する必要がない旨も記載すること。 

　　ウ　運転技能検査等に関する通知書   
   　　 運転技能検査対象者については、法第101条の４第５項第３号に明示された「免

許証等の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前６月以内に運転技能

検査等を受けていなければならない旨、当該運転技能検査等を受けることができる

日時及び場所」のほか、「その他当該運転技能検査等に係る事務の円滑な実施を図

るため必要な事項」として、検査の概要、検査の所要時間、携行品（運転技能検査

等に関する通知書、免許証等、検査手数料）その他必要と判断される事項を記載す

ること。 

２　通知書の送付 

　　通知書は、免許証等の更新期間が満了する日の190日前を目途に受講・受検対象者に

普通郵便により送付すること。この場合、郵便はシール式はがきによるものとするが、

封書により行うことも差し支えない。 

　　なお、高齢者講習、認知機能検査等及び運転技能検査等に関する通知書は、都道府県

警察の実情に応じて、同一の通知書により送付して差し支えない。 


